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監査委員事務局

１ 定期監査

（１）財務監査

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定による監査

ア 前期

イ 後期

（２）学校監査

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定による監査

（３）工事監査

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定による監査

２ 行政監査及び随時監査

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第５項の規定による監査

３ 財政援助団体等監査

地方自治法第１９９条第７項の規定による監査

監査の実施期間 令和５年４月４日～６月２６日

監 査 対 象 部 課 企画政策部企画政策課及び財政課

監 査 の 範 囲
令和４年４月１日から令和５年３月３１日までに執行した財務に関する
事務等（関連する事務については、当該範囲の前後とする。）

説 明 聴 取 日 令和５年５月３０日

監査の実施期間 令和５年９月１１日～１１月２７日

監 査 対 象 部 課 都市整備部都市計画課

監 査 の 範 囲
令和５年４月３日から８月３１日までに執行した財務に関する事務等
（関連する事務については、当該範囲の前後とする。）

説 明 聴 取 日 令和５年１０月２４日

監査の実施期間 令和５年１１月２日～令和６年１月２５日

監 査 対 象 学 校 多西小学校及び秋多中学校

監 査 の 範 囲
令和５年４月３日から１０月３１日までに執行した財務に関する事務等
（関連する事務については、当該範囲の前後とする。）

説 明 聴 取 日 令和５年１２月２６日

監査の実施期間 令和５年１２月４日～令和６年２月２２日

監査対象
部 課

商工観光部観光まちづくり推進課、都市整備部施設営繕課、総
務部契約管財課

工事名 Ｒ５秋川渓谷戸倉体験研修センター屋上防水ほか改修工事

説明聴取・現地調査日 令和６年１月２４日

監査の実施期間 令和５年９月２１日～１０月２３日

監 査 対 象 部 課
環境農林部農林課、商工観光部観光まちづくり推進課、都市整備部管理

課

監 査 の 範 囲
令和４年４月から令和５年５月までに発生した電気料金及び Wi-ｆi 通

信料未払いの事案における支出事務等

説 明 聴 取 日 令和５年１０月５日

監査の実施期間 令和６年１月１２日～３月２２日

監査対象 所 管 部 課 健康福祉部高齢者支援課
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４ 決算審査等

（１）一般会計、特別会計決算審査及び基金運用状況審査

地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定による審査

（２）公営企業会計決算審査

地方公営企業法第３０条第２項の規定による審査

５ 健全化判断比率等審査

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定による審査

６ 例月現金出納検査

地方自治法第２３５条の２第１項の規定による現金出納の検査

財政援助団体 公益社団法人 あきる野市シルバー人材センター

補 助 金 等 シルバー人材センター事業補助金

監 査 の 範 囲
令和４年度に執行した補助金等に関する対象団体における出納そ
の他の事務及び所管課における同年度の当該補助金に関する事務

説 明 聴 取 日 令和６年３月４日

審査の実施期間 令和５年６月２７日～８月２４日

審 査 の 対 象
令和４年度あきる野市一般会計、特別会計歳入歳出決算及び基金運用
状況

説 明 聴 取 期 間 令和５年７月１９日～２５日

審査の実施期間 令和５年６月２７日～８月２４日

審 査 の 対 象 令和４年度あきる野市公営企業会計決算状況（下水道事業会計）

説 明 聴 取 日 令和５年７月２５日

審査の実施期間 令和５年８月１日～８月２４日

審 査 の 対 象

令和４年度決算に基づく健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項
を記載した書類

令和４年度決算に基づく下水道事業会計の資金不足比率及びその算定の
基礎となる事項を記載した書類

説 明 聴 取 日 令和５年８月８日

検査日 検査該当月 検査対象

令和５年 ４月２６日 令和５年 ３月分（ 令 和 ４ 年 度 ）
・一般会計
・国民健康保険特別会計
・後期高齢者医療特別会計
・介護保険特別会計
・戸倉財産区特別会計
・テレビ共同受信事業特別
会計

・秋多都市計画事業武蔵引
田駅北口土地区画整理事
業特別会計

・下水道事業会計
・各基金
・歳入歳出外現金

５月３０日
４月分（ 令 和 ４ 年 度 ）

（ 令 和 ５ 年 度 ）

６月２７日
５月分（ 令 和 ４ 年 度 ）

（ 令 和 ５ 年 度 ）

７月２５日 ６月分（ 令 和 ５ 年 度 ）

８月２８日 ７月分（ 令 和 ５ 年 度 ）

９月２９日 ８月分（ 令 和 ５ 年 度 ）

１０月２４日 ９月分（ 令 和 ５ 年 度 ）

１１月２８日 １０月分（ 令 和 ５ 年 度 ）

１２月２２日 １１月分（ 令 和 ５ 年 度 ）

令和６年 １月２６日 １２月分（ 令 和 ５ 年 度 ）

２月２６日 令和６年 １月分（ 令 和 ５ 年 度 ）

３月２５日 ２月分（ 令 和 ５ 年 度 ）
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７ 住民監査請求監査

地方自治法第２４２条の規定による監査

請求件数 処理件数 未処理件数

０ ０ ０


